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告 示■

◎群馬県告示第１２２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 桐生市広沢町五丁目字西ノ入４８１０の３、４８１２の２

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 指定理由の消滅

◎群馬県告示第１２３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 安中市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、安中市（次

の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 安中市（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

安中市（次の図に示す部分に限る。）

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 安中市（次の図に示す部分に限る。）
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(2) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び安中市役

所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第１２４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 高崎渋川線 高崎市大橋町１４番の１地先から同市同３７番の４地先 平成３０年４月１３日
まで

◎群馬県告示第１２５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 太田大泉線 太田市龍舞町５４００番地先から同市同５５０２番地先 平成３０年４月１６日
まで
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により県営大谷牛秣土地改良事業計画を定めた

ので、同条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 平成３０年４月１６日から同年５月１６日まで

３ 縦覧に供する場所 藤岡市役所

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営農地整備事業（畑地帯担い手育成型） 赤城西麓北上野 平成２９年３月２８日

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営農地整備事業（耕作放棄地型） 萩生川西 平成３０年３月２６日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

中之条都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

平成３０年４月１３日
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群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 中之条都市計画道路 ３・４・３号 名久田竜ヶ鼻線

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 中之条町大字伊勢町地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所及び中之条町建設課

４ 縦覧期間 平成３０年４月１３日から同月２７日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

吾妻都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次

のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 吾妻都市計画道路 (1) ３・４・３号 植栗線 (2) ３・４・５号 原町駅南口線

(3) ３・６・９号 植栗川戸線

２ 都市計画を定める土地の区域

(1) ３・４・３号 植栗線

変更する部分 東吾妻町大字植栗地内

(2) ３・４・５号 原町駅南口線

変更する部分 東吾妻町大字川戸地内

(3) ３・６・９号 植栗川戸線

追加する部分 東吾妻町大字植栗、岩井、金井及び川戸地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所及び東吾妻町建設課

４ 縦覧期間 平成３０年４月１３日から同月２７日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

吾妻都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次

のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

平成３０年４月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 吾妻都市計画道路 (1) ３・４・２号 原町仲通り線 (2) ３・４・４号 稲荷城

金井線

２ 都市計画を定める土地の区域

(1) ３・４・２号 原町仲通り線

変更する部分 東吾妻町大字植栗及び原町地内

(2) ３・４・４号 稲荷城金井線
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変更する部分 東吾妻町大字原町地内

廃止する部分 東吾妻町大字金井地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所及び東吾妻町建設課

４ 縦覧期間 平成３０年４月１３日から同月２７日まで
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